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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

秦野都市計画図(1/15,000) R6.5 1,500円 本市の都市計画図 まちづくり計画課 ○

地形図(1/2,500)  全41枚 H24.3 1枚350円本市の地形図(白図)

地形図(1/10,000)  その１ R4.3 300円 (大根・鶴巻周辺)

地形図(1/10,000)  その２ R4.3 450円 (渋沢・本町周辺)

地形図(1/10,000)  その３ H19.2 450円 (山岳地)

地形図(1/15,000) R4.3 450円

地形図(1/25,000) R4.3 450円

秦野市都市マスタープラン R3.3 － 都市計画の基本的な方針 ＊ ○

はだの交通計画 H28.4 － 都市交通施策の総合的な方針 ＊ ○

交通住宅課

開発指導課

ふるさと秦野生活美観計画 R5.4 ー
景観法に基づき策定した景観計
画

＊ ○

新たな地域公共交通に係る運行基本
計画書

H20.3 －

本市の抱えている交通空白・不
便地域の解消、不採算バス路線
対策等の課題の対応と民間事業
者の採算性のある運行の実現を
図るため、乗合タクシーの導入
を基本とした計画

○

秦野市景観形成基本計画 R5.4 －
景観を守り、育て、創り、活用
し、次の世代へ引き継ぐための
総合的な計画書

＊ 〇

第２期秦野市空家等対策計画 R3.3 －
空家等の適正な管理による良好
な生活環境の保全及び空家等の
活用を推進するための計画

○

秦野市地域公共交通総合連携計画 H20.9 －

｢地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律｣に基づいて、
地域の多様なニーズに対応し、
地域の主体的な取組等を総合
的、一体的かつ効率的に推進す
るための計画

○

土地の埋立て等の規制に関する規程
集

H11.11～ －
秦野市土地の埋立て等の規制に
関する条例及び施行規則

○

開発行政の概要
(平成7～23年度版) H7.8～

毎年発行
－

開発許可業務における各年度実
績開発行政の概要

(平成24～令和5年度版)
＊

良好な環境創出行為のための手続き
等

H12.7～ －
良好な環境創出行為のための手
続等の構成

○

秦野市まちづくり条例・施行規則 H12.7～ －
秦野市まちづくり条例及び施行
規則

○

建築許可申請の手引き H19.11 －

市街化調整区域内で新たな開発
行為を要しない敷地に建築物を
建築する場合の手続方法等につ
いて説明したもの

開発許可申請の手引き H19.11 －
開発行為の許可申請をする場合
の手続等について説明したもの

秦野市景観まちづくり条例・施行規
則

H18.4 －
秦野市景観まちづくり条例及び
施行規則

＊ ○
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名            称 発行年月 販売価格 内          容 発行課 所在 HP

開発指導課

開発指導課

建築指導課

ふるさと秦野景観１００選 H18.1 600円

市制施行50周年を記念して、景
観という視点からの新たなまち
づくりを進めていく契機とする
ため、多くの市民の参加を経て
100か所の景観を選定したもの

生活美観ガイドライン
①景観形成方針・基準編

H18.4 －
景観まちづくり条例及び生活美
観計画の考え方や具体的な配慮
を定めたもの

＊ ○

秦野景観ポストカード H21.11 1枚50円
｢景観100選｣や地域景観拠点の
写真を使用したポストカード

生活美観ガイドライン
②公共施設整備・維持編

H23.3 －
公共施設の整備等に当たり景観
配慮事項を定めたもの

○

生活美観ガイド H18.7 無料
上記｢ガイドライン｣のうち主に
住宅を建てる際に配慮すべき考
え方を抜粋したもの

生活美観ガイドライン
③屋外広告物編

H23.3 無料
秦野市屋外広告物条例の制度や
基準等を解説するもの

○

建築行政の概要
(昭和60年度～令和6年度版)

S60.5～
毎年発行

無料
建築行政の推移
確認等の件数
建築協定・地区計画一覧

＊

○秦野市公共施設保全計画 R3.5 －
公共建築物の予防保全型の計画
的な維持管理を推進するための
計画

公共建築課 ＊

○

地区計画の届出(８地区) 無料
地区計画区域内の行為の制限事
項等について案内するもの

〇
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